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の し の 則 貸 金
利 た 貸 を 付 利
子 付 制 利 子（
補 第 対 定 率 補
給 二 象 す 及 給
率 条 と る び 規
を 第 な こ 利 則

二
月
六
日

金

曜

日

公

布

さ

れ

た

規

則

区 し
に た
お 。

例い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

者 木 除告 は 材 すす 、 安 るる 木 定 こ
こ 材 供 と
と の 給 と
と 供 促 し
し 給 進 た
た に 資 （
関 金 第（

第 す を 二
十 る 貸 条
二 取 付 及
条 決 対 び

と こ る 。 四
と と 規 年
し と 則 九
た し 月（
。 、 規 十
併 則 日
せ 第 以
て 百 後
森 六 に
林 号 貸
法 ） し
の 付
改 け
正 ら

従 三 る と 子 の
来 項 貸 と 補 一
の 及 付 し 給 部
利 び 利 た 率 を
子 第 率 。 を 改
補 四 を 改 正
給 項 従 定 す
率 関 来 す る
か 係 の る 規
ら ） 貸 こ 則
、 。 付 と （
〇 利 と 規
・ 率 し 則
一 か 、 第

の

あ

ら

ま

し

に
関
す
る
条

上 空 後 檜 渡 石
川 知 志 山 島 狩
支 支 支 支 支 支
庁 庁 庁 庁 庁 庁
所 所 所 所 所 所

第 め 象 第
三 の 資 十
項 期 金 二
関 間 に 条

別 ２
表 二 一 行 項（
和 次 北 す 第（

第 四 北 北 に 海 る 二
三 十 海 海 掲 道 。 号
条 九 道 道 げ 議 の
関 年 議 議 る 会 規

に れ
伴 た
い 農
規 村

１ 第
別 三 及 知（ （

こ 施 表 条 各 び 支
の 行 附 で 選 上 庁
条 期 定 公 挙 川 所
例 日 則 め 職 区 支 管
は ） る 選 に 庁 区

ポ ら 併 百
イ 〇 せ 五
ン ・ て 号
ト 四 規 ）

第 第
域 二 議 一（ （
、 条 特 会 条 議

例 議 員 る 北
別 公 に 員 地 の 条 海
市 職 よ の 方 定 例 道
の 選 る 定 自 数 議

北
海
道 平
条 成
例 十
第 四
六 年管 管 管 管 管 管

区 区 区 区 区 区
域 域 域 域 域 域

選

挙

区

係 北 会 会 条 議 定
） 海 議 議 例 員 は
道 員 員 は 定 、
条 の 定 、 数 平
例 選 数 廃 特 成
第 挙 特 止 例 十
六 区 例 す 条 五
十 及 条 る 例 年
七 び 例 。 等 一
号 各 の 月（
） 選 昭 廃 一
挙 和 止 日
区 五 ） 以

、 と 挙 お 所 域
平 お 法 い 管 を
成 り 第 て 区 合
十 と 十 選 域 わ
五 す 五 挙 を せ
年 る 条 す 合 て
一 。 第 べ わ 一
月 八 き せ 選
一 項 議 て 挙
日 の 員 一 区
か 規 の 選 と
ら 定 数 挙 し
施 に ） 区 、

区 挙 選 数 治 ） 会
域 法 挙 は 法 議
、 区 、 員（ （
赤 昭 ） 百 昭 の
平 和 十 和 定
市 二 人 二 数
の 十 と 十 並
区 五 す 二 び
域 年 る 年 に
、 法 。 法 選
三 律 律 挙
笠 第 第 区
市 百 六 及

十 十
六 二
号 月

六
日

議
三 五 三 一 四 一

に 十 後
お 三 初
い 年 め
て 北 て
選 海 そ
挙 道 の
す 条 期
べ 例 日
き 第 を
議 五 告
員 十 示
の 七 さ
数 号 れ
に ） る

行 よ と こ
す り し れ
る 、 、 を
。 各 こ 空
た 選 れ 知
だ 挙 を 支
し 区 上 庁
、 に 川 所
第 お 支 管
二 い 庁 区
条 て 所 域
、 選 管 と
第 挙 区 い
三 す 域 い

の 号 十 び
区 ） 七 各
域 第 号 選
、 十 ） 挙
砂 五 第 区
川 条 九 に
市 第 十 お
の 二 条 い
区 項 第 て
域 の 一 選
、 規 項 挙
歌 定 の す
志 に 規 べ
内 よ 定 き

北
海
道 一
知 四
事

堀
員人 人 人 人 人 人
数

関 一
す 般
る 選
条 挙
例 か

ら（
昭 施

条 べ と 、
及 き い 士
び 議 う 別
附 員 。 市
則 の の
第 数 区
二 は 域

、

市 り に 議
の 、 よ 員
区 夕 り の
域 張 、 数
及 市 北 に
び の 海 関
空 区 道 す

達

也

公

布

さ

れ

た

規

則

の

あ

ら

ま

し

公

布

さ

れ

た

規

則

の

あ

ら

ま

し



根 名 紋 江 美 稚 苫
平 小
成 室 寄 別 別 唄 内

牧十
四 市 市 市 市 市 市 市年
十

北 海

留 網 岩 北 帯 釧 室 旭

見
萌 走 見 広 路 蘭 川

沢

市 市 市 市 市 市 市 市

道 公 報

小 函 札 札 札 札 札 札
幌 幌 幌 幌幌 幌
市 市 市 市樽 館 市 市手 清 豊 厚
西 南稲 田 平 別

市 市 区 区 区 区 区 区

第

札 札 札 札 根 釧 十 日 胆
幌 幌 室 路 勝 高 振幌 幌
市 市 支 支 支 支 支市 市白 中 庁 庁 庁 庁 庁
東 北石 央 所 所 所 所 所

区 区 区 区 管 管 管 管 管
区 区 区 区 区

号

網 宗 留
走 谷 萌
支 支 支
庁 庁 庁
所 所 所
管 管 管
区 区 区

二
月
六
日

金

曜

日

域 域 域 域 域 域 域 域

一 一 一 二 一 一 三
人 人 人 人 人 人 人

一 一 一 二 三 四 二 六
人 人 人 人 人 人 人 人

三 六 二 三 二 二 三 二
人 人 人 人 人 人 人 人

三 四 四 三 一 二 四 二 二
人 人 人 人 人 人 人 人 人

四 一 一
人 人 人

パ セ 中 め 〇 セ 中
ー ン 、 五 ン「 「
セ ト 年 同 パ ト 年
ン 」 〇 条 ー 」 〇
ト を ・ 第 セ を ・
」 六 二 ン 九「 「
に 年 五 号 ト 年 五

パ を 五 五 条 三
第 ー パ 号 第 号 第「
四 セ 年 ー 中 三 」 二
条 ン 一 セ 項 に 条「
第 ト ・ ン 年 第 改 第
一 」 五 ト 一 三 め 一
号 に パ 」 ・ 号 、 項

部 北
を 北 海 北
次 海 道 平 海
の 道 北 規 成 道
よ 農 海 則 十 農
う 村 道 第 四 村
に 地 農 百 年 地

石 北 伊 恵 登 富

広 良
狩 達 庭 別
島 野

深 滝 千

川 川 歳

改 一 パ イ 」 一 パ
め パ ー 中 に ・ ー
、 ー セ 改 三 セ「
同 セ ン 年 め パ ン
号 ン ト 〇 、 ー ト
ホ ト 」 ・ 同 セ 」
中 」 を 九 号 ン を
に 五 ホ ト「 「 「

年 改 年 パ 中 」 年
〇 め 〇 ー に 一「
・ 、 ・ セ 年 改 ・
八 同 七 ン 一 め 〇
パ 号 五 ト ・ 、 五

イ 改 ー を 九 中 同 第
中 め セ パ 項 一「 「
る ン 年 ー 年 第 号「

年 。 ト 一 セ 一 二 中
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法に基き労

年更にべ工

第いき項観

律つづ事働

て、に光

号届当つ課

１３号

２く

ら除 日中かを ６項

、。
） 番

」

域え か 区加 ８ のを 番 地

、 を。 ９ 」る ら

告域る 号

域

第区

示の。

を
示

表 号

は 地面 興図 振た 業し 農
の、 域

すうる

事の間まま

る者時分分

刻
時
店

項閉帯でで

一
九

び
並

所
住
び
及

称
名
は喜 ）出該いに

あ
に
人

法
に

則あ規意着

附が大て到

５た小をる

第っ模見す

第店すう北

条。売有よ

項を者出道

１舗る提海

規置、る事

の設はす知

が

にる面と堀

定す書こ

か

よ者に

番ら

の
区、

域

北にら

」か

海改

道め、

知、

番 事

定海 指北

林、 堀有７ 民

を農 部部 一政 の農 ）道

に及 う課 よ画 の計 次村

で

者
表
代

は
て

っ

網 改び

平る達

、そりき

りがよ

也

の周成。

次の

と辺

お地年

の、 野

か 達

ら 、

也

へ 。庁 る支 す走 正

、 」 え
備



北北縦平年

届民翌

アイ

書覧海海覧成の
の 出縦

１
祝
日 等場道道期

３
に の所経上間年月
関 縦済川

覧部支月日

北 海

出成
届平
年

大午駐３荷午月年

規前車箇さ前日

模９場所ば７月

小時のき時

道 公 報

規
大

廃 荷 駐

模 棄 輪台さ

のき等売

場ば物小 台

第

大

っ
大て株名大

規駐 規は式寄規

模車 模代会市模
売売の

小表社西小小場

売者西３

号

エオ

平変平上

成更成記
十ウ す

四る年の
年変 年

十

で
る 地庁６ま

す 月月更

律 産工を
法 域商日

業労金除
）
和 観か。

昭 課働）く

光ら
法 成

年 課平
律
４
第 年
月

日 自施 売

ら

舗車にか

店分動設分

入て後

お出い午

にのお
ま

小のさ時

て口荷４

い
行行

をを

業きで

売数ば

容設保舗

収施の店
うう

設設

数面施施

台の管の
に
法

方

量営

容運

のの

積

容

店の條条店店収

す
関

代６内の台

舗氏南舗舗

店設

お表丁の施数

に名

舗の

い取目

て締

に

売地積置

小役番面配

行計す

を條合関

業西の

者喜事

う久る

二に 日

月日係

六る

日

の
外

以
の

も

金

項
事

曜

日

に
日）

７号
休
でる
ます

）定
月規

、に
日び
曜並

日日
土

店で

開が

のと

者こ

曜月

項
事

る

帯
間
時

刻る

時き

び
及
称
名
は

又
名

氏
の項

に
び
並
所
住

日

のホマ道

国ら
びか
及日

小

マク式 更売氏ーッ株 変
後

小のホ っ

マ 規は更売氏ー 大て変

ウ

模代前

ー別更大

ホ士変
よ模更更

マ市し規変変

２
あ
に
人
法

ッ大

氏ホ札マ札大

届の
アイ

事規名ー幌ッ幌規

出大

ス中小

項模マ市ク市模 ９
覧前
縦午

ウ

の小ッ厚

社 ）ッス会 業名 間時
時

式ュ 行は株リ

を又クバ
札

者称社海

会北 う名

札
別央

厚中

住市市

幌号幌

小表）ッ 業名

厚北

区区

店の行は株 売者を又ク

称社 に名会 う名 舗氏式

い
お者

札
別 業厚 売住市 小幌号 て

ク通う小前後

厚 行区 を

す店

士東と売））

別

ー別

店丁る舗ホ士ホ士

マ市マ市

・目事のー別

項名 マ

称ッ大ッ大
東 地 ク及ク通ク通 番 ッ
スび士東士
別 バ所別
地目・目

リ在店丁店丁

ュ

マ 士

リ区店

概売ク別バ央売

舗式厚ュ北舗

要店株区
中海条名

を会別北８の
及

置央道西称

設社

す代３株
２会目所

る表条式丁び
番地

の締丁社１在

者取

氏役目

名社１代

５
後
午
ら
か

又長番表号

時

央西

中条

別８

で
ま
分

３

所目番

丁１

２目

条丁

１

表表前表出

代代代

番号

条 名３ 氏央 の中 者別 う
及１ 称所目 名丁 は２ 又

並表表前 所代代 住
び番

ッ
リ

バ
ス 地地 店ク 番番 別 取

店
別

士
ュ

は

勝出

及
称田役

名前号締

に
び成

並一

所
住敏戸

び
あ

に
人
法

二
〇

の役役

締田締戸 者

取取 び取

名敏成

長 氏社勝一 人社勝 法の役 に締田 者

代
は
て
っ

あ名敏 に長 氏

者
表



平
成
十 来 マ株未四 ッ式定客変

年 ク会が更

十 駐前

北 海

ホ 規大
大

模更更ー 変模規変変小

後売小前後マ 更小

道 公 報

駐荷廃
物更

輪変変さ変変棄変

前後等前

場更更ば更更

の前後き

第

大大

規変変規駐
場更更

模更更模車変変

））売の前後

小前後小

売

号

ス社

ツ
社

会
式定

株未

二 バツ車）

月 リル場

六 ュハを午

日

か 道す時 海用９ 北利前

式こら 株る

金

社が後 会と午

曜

き時
で９

日 る

店売ク ）店売））ッ

午

の舗開閉株 舗

式 施に店店

い刻刻業社 設お時時会

売前後

営小午午

運て
の

にを時時

法業９９名

方

開午 関行

）施））の）

前 すう分

容設保

収）

管 の 台０

施 数台台面

店店収））

量
容

の

積設

舗容 舗

の台 内

施数台台 の
のに

積置

面配

舗の

店設

幌
札

ハ
ル

事
る

計す

合関 北
区

東
市

帯で ９間ま 前時分 東
条

後
午

時 開時時 事の７ 店 る者

時

項

店 び午 及閉 刻
時刻分 店

項

刻刻 時時 店時９ 閉後

番
１

目
丁

項
転同

締羽
取
表鶴
代

号

進次定進 １促の４ 第換

材給金 表資に木供資 の
項よ

２のの安促 中金次

新次 北

昭林の 海

和業よ平 道

部う成 告

年門に 示 午

北導改年 第 前

海入正 ９

道資す月

縦平年縦

民翌

アイウ
時

海海覧成の覧

の 縦北北

１時

祝 覧

日 場道道期

所経上間年月間

荷午出成出

届平届

エオ

書

変平上

更成記さ前年

ウば６月年等 す

の

樹
役

る年のき時日

駐

被とう木材て 変車変変

加製供材 害しに材の木
に生 林４え造給の 森、

を 備施。者関産 整る業

う 金受とる行 資業等す
合 項託間決場 の委の取

お 削進おをに を促にめ
て結い り資い締

告金る６ 号

業

午第林

ら示、。日

か
後

労 ５

福

時号働
資

で道設

ま海施

分北祉

３
に

改及
業金

林

関 済川

る 地庁６ま
す 部支月日

律 産工を
法 域商日で

業労金除
）
和 観か。

昭 課働）く

光ら
法 成

年 課平
律
第 年

覧

年７変施か月縦

月月更設ら

にに午日 日
日係お後

るい
ば

以さで

の荷ま

もて時

更更

う
項行

事を
のき
外

）自））

後の前後

更場

２

前の口口

午車入入

動
口所所

時入箇箇

７出１
口

午数出出

らの、、

か

１２

後口

受 項、 ３の木して 、金

た 層３人でけ 複を個人
森、 転施ある者 林であ
経人 促受森林個 換業る
林二 所営で 進委

一

者委る 金促有のあ 資託

青
善び

項資、託森 の進

北

規者
付業
貸林

金年
資

確知

基成道

に養海

則等
の
業金堀

林資
く保事

づ

４

生

月
に
日）
７号

休
でる

ます
）定

月規

と
こ

、に
日び

曜並
日日

時箇箇

帯
間
時

る
き

で
が

所所
口

で入入

ま出出

分、、

個を林

所所
箇箇

１１
口

層し
複と有

項
２の
を金

準
度基達

高付
産貸

林、

、
金を
資）也

化

土
曜月
日

国ら
びか
及日



１

ア
定

安所立

保場指指

市 施の 予の別

定木 林次

業 森林 の伐 定森

林に国 採

北 海

北

農 海

林平 号 備

道） え

水成 告第 置

産 示 次い

年 大 第条 のて

臣 図縦の か月 規 」覧

ら６ 号

、供、日 定 はに

道 公 報

在保た解

森を
定１２３

除成除場安目

林解平解
に所林的

法

除 す

るし

昭る年係と

の 和。
月保て

日林定理 年６安指

第

北 要

海 第と

道 ６認

告 のめ

示 表た

第 中と
き
たは

号

し知
だ、

号

平
成
十
四当な立 年該立木 十

所い林 方 要 のつ有 目の
、の

は次

在的件法て。

水立図
伐す

市のの示

別源木に

か

禁に

有養を分

国ん採部

のよ 省す次に

。止限

林

、）う通 し。よる 略る

っ 図安あ の保が そに知

海定

北指。 ををた 面林

れ由

律のさ

法

根る

道す

第所
津示害道 ）標に風農 号

郡すの用 第

中部防地

２

津にす の

標分備と 条

。め ２

字るた 第

町限る

都
改の

業そ
林が

、事

俵

期
うる

のめ
金定

資度
善

取木の

害は
被又

、限
ち

二決量取 月めを得 六の確費 日

め
先た

にる
結す

締保用

立 金

、得
ち取

曜

要る
必す

日

に
図。）

のる。

次する 予

）
。
る
限
に
分
部
す

示 済る北

経あ

庁で

支定

室

事

務森知

林、道

部旨海

び堀

及法

課林

標和

中昭

の

橋） 項

津

規
に

・ 定

北

よ海
道 り

筆 よ

２ の

事上 次

知以 、

う森期

い 保

つ に

に う

堀

町整に 林林市林日 森造
及資る 合社村備よ 組公

と 林造にの 森び金も 、
業てる 合事いす 組林つ

を 会行、」 合をは。 連

有者る

所業す

事削 、知

森

協材、

の素体

者、団
者合

、業組

体産林

業生
産織産

生組生

材の、

素

３

ア

村 定

安所立町

保場指指
の 予伐伐森

定木 林主主

定にと林 施

に第

場律也

役法

町年達

林

イ

町立次務

木 主村間の部

おの山

の 伐森伐と次治

の の

次 林

達て 安

と林に

２
指図
也

ア

赤そ 定

安所立

保場指指
施の 予の平の

定木 林次

必
に
特。
がる

定森市他

林

イ

町立次務

木 主村間の部

おの山

の 伐森伐と次治

と林に

そ

整 の伐 森市他

の別の

次

の

林るて備 採 業 森係し
採採画 方 要 の伐伐計 目

す定

在的件法種をで

所

標

石水定こる

、るめ

は

伐

市のなが準

狩源めと

かいで

伐

有養る齢

国ん。き期

と」及 採 し整係り図課

伐計森す及び の

て備る
度。平

採画林るび赤 限

をでは

るめ次の役

す定、次市

と標とおに

こるのと所

で伐り」え

が準おり備

る齢す、い

き期とは置

業 森林の の伐
つ有林 目の

林に国森 採
て。つ

所い林に 方 要 の

、のて

は次い

在的件法

平源木に、

赤水立図は

か伐す伐

市のの示主

有養を分係

国ん採部に

」及 採 し整係り図課 伐

計森す及び の

て備ると
限

伐
では度。別

採画林るび

を
るめ次の役

す定、次市

と標とおに

こるのと所

で伐り」え

が準おり備

る齢す、い

き期とは置

林の
つ

い林に

つ有林

に国森
図は

、のて

は次い

て。
、す伐

は示主

伐に、

主

上

林立以

伐分係

択部に

当の

の、も

次はの

。木

す木る

示立す

に該と

図

る

限す

に在

分所

部の。

略縦

立以る省て

。市

る

も、に

はのし覧

木上。

る

該とのす

当のそ供

、
。及）

木る面。

立す図
類

る書

す係

在関

所び

の
採

。止限伐

林禁にる
市

。）を

のる。種

次する
。

部い

すな

示め

に定

図

立以る省て

。
る

限
に

分

に

はのし覧

木上。略縦

とのす

当のそ供

、も、
）

木る面。

立す図る

該

書

す係

在関

所び

の。及

採

よ限伐

ににる
市類

る
な

め
定

）を

。。種

るる
い

二。

二

北

町を

市
る
係

に
村

）町 ）

市産

る水

係道

に海

村

る水

係道

に海

村北

町を

市産



平 町

成 厚次厚そ主村間

十 田の田の伐森伐

四 村森村他と林に

年 林のし整係

十 国に国森て備る

北 海

５

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次
採 業 課森林 の伐 山定森

及林に

道 公 報

イ

町立次
木 当そ主村間の
おの

の 別の伐森伐と次

整係り図 伐 町他と林に

のし

国森て備ると」 採

第

４

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次
採 業 課森林 の伐 山定森

及林に

号

イ
立次
木 間の

り図 伐 におの

の 伐と次

ると」 採 係

二 有つ有林伐計森

月 林い林に採画林

六 。て。つをでは

日

るめ次

次は次いす定、

主図はこるの

の、のて

準お

に伐に、と標と

図
示は示主が

金

き期と

す、す伐で伐り

部択部に

曜

立以る

分伐分係る齢す

にににる

日

つ 目の

限よ限伐木上。

件法て

当所い 方 要 びの
厚水立

役、

町は

別在的

伐

備郡のの

に田源木

場

村養を

置田ん採

え厚か

て禁

い

林伐計森す及 の

縦国止

。

林に採画林るび 限

有
。つをでは度

るめ次の

次いす定、次

とお

図はこるのと

のて
示主が準おり

に、と標
き期とは

す伐で伐り」

る省

分係る齢す、

部に
限伐木上。略

にる立以

石所い 方 要 びのつ 目の

役、

市は

狩在的件法て

のの

に狩源木

所石水立

置別ん採

え当か伐

備郡

て禁

い町養を

るび 限
森す及 の

縦国止

は度。

林
おり

とお

のと

次の

、次

。略

る省

す、

とは

り」

。種、も

るるる採はの

定該と

））を当の

。。

所
いの。

な木る

め立す

覧有す

村
町
市
る
す
在
。

るの

す次

供。。

に林る

限
に
分
部
す
示

）に

。図

種、も、

る採はのし

る

定該との

）を当のそ

。

。及

な木る面

め立す図
書

す係

在関

。所び

いの

覧有す

村北

町を

市類

る

るの

す次

供。。

に林る

限
に
分
部
す
示

）に

。図

関
び
及
面
図

の
そ

、
し

る

市
る
係
に

北
を
類
書
係

伐森

次浜次浜そ主村
町

森村他と林

の益の益の

７
）
。

森村

務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定

に海
の山定施の 次治予

イ

市産

る水

係道

次厚そ主村間の

町立次
お
の の田の伐森伐と

木

６
）
。

森村他と林に

ア
次厚 定

安所立

保場指指

森村 施の 予の田

定木 林

立次務
林

イ

産
水
道
海

定

木の部

のし整

おの山

のと次治

林林

林伐計

に国に国森て備

林い林に採画

つ有つ有

す定

て。て。つをで

い

、のてるめ

は次は次い

標

立図主図はこる

、の

示主が準

木に伐に、と

伐す、す伐で伐

の示は

係る齢

採部択部にき期

業 図課森の伐
を分伐分

要 及びの目の

」及林採

田在的件法

び厚所方

益源

と場浜水

の役
次村

」え浜か

り備郡の

おに

り 伐

、い村養

は置益ん

林のし整係

す の

に国森て備ると 採

画林る 限

つ有林伐計森

つをでは度。

い林に採
め次

は次いす定、

て。
主図はこるの

、のてる
主が準お

伐に、と標と
期と

、す伐で伐り

は示
伐分係る齢す

択部にき

業 森林 の伐
要 のつ有 目の

林に国 採

在的件法て。

所い林 方
木に

厚水立図
、の
は次

厚か伐す

郡のの示

田源

課 伐

村養を分

田ん採部

す及び の
と」及 採り図

度。田

るび厚 限

り備
おに

と場
の役

次村

にる立以

、い
は置
」え

止限よ限伐木上

禁にに

種、も

するるる採はの

。））を当の

る。。。

。

な木る

め立す

定該と

いの

二 。所

三

省て

市
る

す
在

。

、に林

し覧有

略縦国

。図

図るの

のす次

そ供
係部

関す

び示

及）に

面

ににる立以る

類に

書分

る採はの

よ限伐木上。

）を当の

。。種、も

る

。

な木る

め立す

定該と

禁に

市
る

す
在

。所
いの

）

林る。

有する

国止限

分
部

す
示

に
図

の
次

。。 供
、に

し覧
略縦

省て

に

び
及）
面。
図る

のす
そ

市
る

係
に
村

町

類
書
係

関

産
水
道）

海。

北る

を限

）
。
る

限

市
る
係
に

村
町

産
水

道
海

北
を



イ

町立次
木 浜そ主村間の
おの

の 益の伐森伐と次

整係り図 伐 村他と林に

のし

国森て備ると」 採

北 海

９

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次
採 業 課森林 の伐 山定森

及林に

道 公 報

イ
町立次
木 次浜そ主村の
おの

の の益の伐森と次

し整り図 伐 森村他と林

林の

に国森て備と」 採

第

８

務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定
の伐 の山定施の 次治予

」及林採 業 図課森

号

イ

平立次

成木 間の
十の 伐と
四伐 にお
年

採 係り
十

有林伐計森す及 の

ると

度。

林に採画林るび 限

。つをでは

るめ次の

次いす定、次

とお

図はこるのと

のて
示主が準おり

に、と標
き期とは

す伐で伐り」

る省

分、る齢す、

部は
限伐木上。略

に択立以

浜所い 方 要 びのつ 目の

役、

村は

益在的件法て

のの

に益砂木

場浜土立

置益壊採

え浜崩伐

備郡

て防禁

い村のを

林伐計す及 の

縦国備止

い林に採画るび 限

つ有
て。つをで度。

てるめの

は次いす定次

標お

立図はこると

、の
の示主が準り

木に、と
はき期は

伐す伐で伐」

以省

を分、る齢、

採部
止限伐木上略

禁に択立

び浜所方 要 及びの目の

益在的件法

益砂

と場浜土

の役
次村

」え浜流

り備郡の

おに
て防

、い村の

は置益出

省

の

略縦国備

二森す

月林る 限

六は度。

日

お
と

の
次

、

金

と
り

曜

る
す

日

よ、も、

るにはのし

。

。該との

）る当のそ

。

び

の。及

木る面

立す図
を

市類

る書

す係

在関

所

。

に林る

覧有す

村北

町

）に

。図

るの

す次

供。

はのし

る
限
に
分
部
す
示

そ

る。よ、も、

するに

図

。該との

。）る当の
所び

の。及

木る面

立す
町を

市類

る書

す係

在関

供。

、に林

し覧有

村北

面。図

図るの

のす次

そ

分

係部

関す

び示

及）に

道

に海

北る

を限

類に

書

イ

市産

る水

係

次島そ主村間の

町立次
お
の の牧の伐森伐と

木

）
。

森村他と林に

ア
次島 定

安所立

保場指指

森村 施の 予の牧

定木 林

イ
市産

る水

係道

に海

定

林

町立次務

木 そ主村間の部
の山

の の伐森伐と次治

水
道）

海。

他と林にお

産

ア
次島次島 定

所立

場指指

森村 施のの牧の牧

定木
森村 山定

治予

部林

務安

林保

林のし整係り 伐
す の

に国森て備ると 採

画林る 限

つ有林伐計森

つをでは度。

い林に採
め次

は次いす定、

て。
主図はこるの

、のてる
主が準お

伐に、と標と
期と

、す伐で伐り

は示
伐分係る齢す

択部にき

業 森林 の伐
要 のつ有 目の

林に国 採

在的件法て。

所い林 方
木に

島土立図
、の
は次

島流伐す

郡のの示

牧砂

課 伐

村のを分

牧出採部

と」及 採 のし整係り図

計森す及び の

森て備る

に採画林るび島 限

林伐
つをでは度。牧

め次の役

いす定、次村
おに

はこるのと場

てる
主が準おり備

、と標と
期とは置

伐で伐り」え

の伐

係る齢す、い

にき

業林林
有つ有 目の
に国に国 採

。て。

い林い林 方 要つ

、の

は次は次

的件法て
に伐に

水立図主図

、の
す、す

のの示は示

源木
分伐分

ん採部択部

か伐

浜所

びの

及林

課森

養を

備郡

に牧

場島

役
村

益在

る立以る

い村

置牧

え島

はの

よ限伐木上。

にに

当の

。。種、も

るる採
木る

め立す

定該と

）を
市

る
す

在
。所

いの。

な

防禁に

林る。

有する

国備止限

部
す
示

に
図

の
次

。。）

略縦

る立以る省て

に
分

に

採はのし覧

伐木上。

す

を当のそ供

種、も、
。

め立す図る

定該との
び

いの。及）

な木る面

市類

る書

す係

在関

。所

るる

止限よ限

禁ににに て

。））

る。。。

する

す次

供。

に林

覧有

縦国

）に

。図

るの

二示

四

市
る
係

に
村

町

に
分
部

す

に海

村北

町を

）
。
る

限

）
。

る
限

市産

る水

係道



イ

平 町立

成 木 次神そ主村間

十 の の恵の伐森伐

四 伐 森内他と林に

年

採 林村のし整係

十 に森て備る

北 海

ア
次神 定

安所立

保場指指

森内 施の 予の恵

定木 林
林に 採 業 森林村 の伐 定

道 公 報

林

イ

町立次務

木 そ主村間の部
の山

の の伐森伐と次治

係り図課 伐 他と林にお

て備ると」及 採 のし整

森

第

ア
次倶次倶 定

所立

場指指

森安 施のの知の知

定木
採 業林町林町 の伐森安
にに

号

務安

林保

部林
林

図課森

の山定

次治予

」及

の二 つ国林伐計森

月 い有に採画林限

六 て林つをでは度

日

てるめ次

は。いす定、
標と

主のはこるの

、次
はに主が準お

伐図、と

金

にき期と

、示伐で伐り

択す

曜

る立以る

伐部係る齢す

に分

日 よに伐木上。

所い有 方 要 のつ国 目の
、次

は。

在的件法て林
のに

宇源木図

古水立の

恵ん採す

神か伐示

郡の

止に

村禁分

内養を部

倶 限

林伐計森す及び の
は度。知

に採画林るび

つをで
め次の町

いす定、次安
お場

はこるのと役

てる
主が準おりに

、と標と
期とはえ

伐で伐り」備
省い

係る齢す、置

にき
伐木上。略て

る立以る

い有 方 要つ国つ国 目の

。

的件法て林て林

い有
の主の

、次、次

は。は
にはに

源木図伐図

水立
す択す

か伐示、示

のの
分に分

養を部伐部

ん採

島所

及びの

止によに

禁

牧在

び
おに田

と場虻

の役
次村

安

は置知

」え倶

り備郡

略縦
省て町

、い

。る種、も

る限採はの
立す

）定該と

。を当の
在
。所
いの。

な木る

め

るる

国す限

村
町
市
る
す

に
図
の

次
。）

林。。

有

はのし縦

限
に
分
部
す
示

当のそに

種、も、覧

採
立す図す

定該との供

を
の。及。

な木る面る

め

書

す係

在関

。所び）

い

限る限

村北

町を

市類

る

））

。。。

るる。る

す

。

そ供林

、に有

し覧国

）図

面。の

図る次

のす

分

書部

係す

関示

びに

及

市
る
係
に

北限

をに

類

森伐

古次古そ主村間
町

町他と林に

平の平の伐

）
。
る

町森

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次

産

る水

係道

に海

山定森

イ

市

町立次
木 積そ主村間の
おの

の 丹の伐森伐と次

町他と林に

ア

積次 定

安所立

保場指指
施の 予の丹の

定木 林次

水）

道。

海る
定森町森

次務
林

産
の部

のし整係

おの山

と次治

林

伐計森

国に国森て備る

い林に採画林

有つ有林

定、

。て。つをでは

林

のてるめ次

次は次いす

と

図主図はこるの

の、

主が準お

に伐に、と標

す、す伐で伐り

示は示

る齢す

部択部にき期と

業 課森林 の伐

分伐分係

要 びのつ 目の

及林に 採

丹在的件法て

積所い 方

源木

場古水立

役、

町は

え古か伐

備郡のの

に平

図 伐

い町養を

置平ん採

のし整係り
及 の

国森て備ると」 採
林るび 限

有林伐計森す

つをでは度。

林に採画

。

るめ次の

次いす定、次

とお

図はこるのと

のて
示主が準おり

に、と標
き期とは

す伐で伐り」

の伐

分係る齢す、

部に

業 森林林

つ有つ 目の

林に国に 採
て。て

所い林い 方 要 の

、の、

は次は

在的件法

丹源木に伐

積水立図主

積か伐す、

郡のの示は

町養を分伐

丹ん採部択

神

す及び

と」及

り図課

。恵

るび
りに
お場

と役
の村

次内

る立以る

、置
はえ
」備

限よ限伐木上。

ににに
。種、も

るるる採はの

定該と

））を当の

。。

いの。

な木る

め立す

二 。所

五

て禁

市
る

す
在

。

に林る

覧有す

縦国止

）に

。図

るの

す次

供。

る立以る省

に
分
部

す
示

はのし

限伐木上。略

に

当のそ

。種、も、

る採
め立す図

定該との

）を
所び

いの。及

な木る面

に

市類

る書

す係

在関

。

禁に
。。

有するる

国止限よ

示
に
図

の
次

。。）

林る

し縦
略て

省い

に
分

部
す

面る
図す

の供
そに
、覧

村
町

類
書

係
関

び）
及。

町を

）
。
る

限

市
る
係

に

市産

る水

係道

に海

村北

産
水
道
海

北
を

）
。

る
限



路

ア道
１

類

木次余次余そ種

立の

町森町他

のの市の市の

林林の 伐森
に国に国森道 採

北 海

次務安所

林保場指指
定 の部林定

の おの山定施 と次治予

と」及林業 り図課森

道 公 報

イ
木 仁次仁そ主村間

町立

林に
の 木の木の伐森伐

のし整係伐 町森町他と

林
国に国森て備る採

第

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次
採 業 課森林 の伐 山定森

及林に

号

イ
平立次
成木の
十のと次
四伐おの
年

採り図
十

方
つ有つ有林道 の

と」

て。て。つ

い林い林に

の、のて

は次は次い

法

に伐に、

立図主図は

、
す、す伐

の示は示主

木
分伐分係

採部択部に

伐
限よ限伐

禁にににる

を

び仁所

要 す及びの目

止

。木在的件

る

市源

と場余水

の役
次町

」え余か

り備郡の

おに
省て

、い町養

は置市ん

つ有林伐計森の

略縦国

度

林い林に採画林限

有

す定、

。て。つをでは

、のてるめ次

次は次い

標と

図主図はこるの

の

示主が準お

に伐に、と

と

す、す伐で伐り

示は

係る齢す

部択部にき期

にににる立以る

分伐分

つ 目の

限よ限伐木上。

件法て

古所い 方 要 びの
余水立

役、

町は

平在的

伐

備郡のの

に市源木

場

町養を

置木ん採

え仁か

て禁

い

の

縦国止

二す及

月るび 限

六度。

日

り
お

と
の

次

金

は
」

曜

省
、

日

。。。種

するるる採

略

。
い
な

め
定

。））を

る

次

そ供。

、に林

し覧有

）に

面。図

図るの

のす

に

書分

係部

関す

び示

及

るる採はの

北る

を限

類

を当の

。。。種、も

る

木る

め立す

定該と

））

市
る
す
在
。所
いの。

な

。。

に林る

覧有す

村
町

示

）に

。図

るの

す次

供
の

そ
、

し

る
限
に
分
部
す

北
を
類
書
係
関
び
及
面

図

たの間平

道しそ週

更２

法。関、成

路

係一

昭図般年

和面の

産
水
道）

海。

は縦月

道
海
北

イ

告 林

示 町立次務

第 木 村間の部

の 森伐と次治

市
る
係
に

林におの山

ア
木次赤次赤そ主 定

立
指

他と 施のの井の井の伐

）
。

森川森川

立次務安所

林保場指

イ

定 木の部林

海

おの山定

のと次治予

産
水
道

と林に

伐森伐

主村間
町

海供

法北に日

年、覧６

建る

第道す

律

設。
路 第

道 ）部 号

整

伐

及 １

課 第

備 条
号

ると」及 採 整係り図課
び赤 限

計森す及び の

備
では度。井

画林る
と役

め次の村

定、次川

準おりに

標とお場

るの

、置

期とはえ

伐り」備

業林村林村のし 伐

齢す

にに森て 採

採 方 要つ国つ国林伐 の

林て林つを

い有い有に
る

は。は。いす

件法て
の主のはこ

、次、次て
に主が

木図伐図、と

立

き

伐示、示伐で

のには
部伐部係る

採す択すに

及林 採り図課森の 伐

を

所 限
す及びの目 の
と」

度。市在的

るび余

市源

と場余水

の役
次町

」え赤か

り備郡の

おに

整係

、い川養

は置井ん

採画林

伐計森

て備る

し

の

るめ次

す定、

をでは
伐り

が準お

と標と

こる

の

び 項

る齢す

き期と

で

り

場 よ

覧 に

縦 定

の 規

次

知 路

備道 道

に海 、

所北

を

て堀 域

い 区

置事 の

え

縦

上。略て

以る省い

、

の供

のそに

も、覧

のし

。及。

る面る

す図す

と

に分る立

類
書
係

関
び）

採は

止によに伐木

禁分
るる。る種、

す限る限

立

））定該

。。。を当
る
す

在
。所

いの
な木

め

略縦
省て村

市

。

そ供林

、に有

し覧国

）図

面。の

図る次

のす

分

書部

係す

関示

びに

及

も
はの

木上。

立以る

類

。
木る
立す

該と
当の

、
の

二所

六

達 と

示 の

告 次

市
る
す

在

北
を

変ら
か也 り

日 お

の

市
る
係

に
村

町

産
水

道
海

水）

道。

海る

北限

をに

市
る

係
に

村
町

産



に５田

戸次柱郡亀同

標

町掲号市郡

井

平 小げと

成 安るを

十 ４地結町戸同

四 番ん井

年 そのだ町

十 の土線

北 海

定供 北

急にそす 海

傾よのる平 道

斜り関。成 告

地、係 示

の次図年 第

崩の書

壊区は月

に域、６ 号

よを北日

道 公 報

の 北

道そ日路道 海

路のか平道 道

法関ら成 告

鵡 係２ 示線 昭図週年川 第

厚 和面間
は、月真

年、一６名線 号

法北般日

第

線
別

志
鬼

払
猿

号

線計

の別

路西

道路中

２
区

、名線

名別

線根

路

二 ２地に

月 ）によ字小同

六 急存っ安

日

地標ま

斜る囲

傾すて町

崩柱れ地
番番 壊１た

金

地 険か域３１ 危号区

曜

道 域標先 区ら

日

建

勇災傾道

る急海

路 柱

防崩部

郡の地設

払害斜
災

町に危防

真止壊砂

厚

る域課

鹿す区害

字関険
法に及

沼

律指び
定北 番

払

第道縦供勇

律海の

６

建覧
設に郡

第道す真 ）部供厚 用 号

開 路る町

整。字

２課始沼 第備鹿 条
及 項

谷
宗宗

規地 北の の番 び

村村
払払

猿猿
郡郡

谷
野野

区野野

域

地地
６２

番番

覧別別

縦郡郡

び付付

及

西西
中中

所町町

場海海
別別

２
番番

を標１２ で
ま

号番敷 ５

事ん

知結

道次柱 海順

北

地昭す海

標
び
及

堀線
だ

。函 先和る道

第現

律木

法土 で年館 ま

業

条置

３え

第備

）に

号所

室 にか 区 道 定先 海

第い

木海 、土北間 り蘭 よら
成 道業知供平 の現道 次
路所事用

に開 の備堀始 供えの

置期 用

後

らで
かま

先先

い日 を

後後前

変
間らで

かま
先先

地地

号
１

達柱

別
の
後前 前

更

幌川

備都札札旭

に

と

也

都

置成圏圏圏 市

え平幌
都都 い

計計計

て年市市市 計
画 一

覧

項縦

１て

般月画画画

規

規に

の

北

都定 海

に

都札旭

道

よ
市 幌川

告

り
計 圏圏

示

、
画 市都都

第

次
法 市市
計計

に

也 す、 始て達 開

計画画

定

。示 る告

北

都し 海

た平

同同

道

都成

市
告計
市 示画
計年 第法
画 同同

の月

らで

かまかまかまかま

らでらでらで

敷
地
の

員らで
かま 幅

延

防園途 の の６準公用

長

域

に地域

種 覧火地

縦日

町

。市石石鷹

る
す
供類

昭

名市市町

村狩狩栖

掲 号

区区げ
和 地地

町
法 画画市

年 画計計る
律

川野が
第 の樽北村

平東変
第

地区し ）

種和地更 号

区）た

類）都

昭

市 条

図６ 号

書日

和
第を

律し
法 同同写

年の
北
海
道 号
建 ）

３設 第 番番

部

区
複

重
の

と
等
道
国

都 条

道
海
北

間

二 知

七

項

市石鷹画 ２
計 第

堀
事

い
書 お 村狩栖図 に 町の

海し 準

北写 て

名市町の
同

事海 る

知北 す

道を 用

計 ２
市 第

設 第

堀建 法
道

３５備 定
に 規

課 の
画 項

て 、
い り ４置 よ 、え に

海
北

縦 げ
の 掲
般 に

一 次

縦北

所
業
現

木
土

内
稚

道

業
現
場木

土
路
覧釧
道

海

也
達

所所

部

也画 項
計 ２

達市 第
都 条

す 村
供 町

に 市
覧 る

の課 決。
る が



８ た平録

し登変石第

を

号狩号

者成番更

の
住年前

所

録 次６成

を月登平

の日

北 海

３ 北

北の 海

規 道

定
海
石

に
道 収使

狩

よ

用用種
支

り のの馬
庁

、 部部

鈴
告

次
し
示

の
ょ 分分

第

道 公 報

都種事事

を
業１２３４

の

行 可成市類業

認平施
計及 者 し

事名行 の た年画び施業

。
６称の間地

月業称期 名

日

第

北

都 海 千網稚三虻

道市 歳走内笠田

告計 恵都都都都

示画 庭市市市市

第法 圏計計計計

都画画画画

昭 市用用用公

号

画地地地

和 計途途途園

号

圏圏恵

川蘭歳

旭室千

平都都庭

成市市圏
十計計都
四画画市
年公道計
十園路画年

月

と
お
り日

目

る幌丁

す住札１

更
変

美号
区１

平番
豊２

。市

と
生

園

産
お 号 有な支

壮成
取 郡平

売 珠しり
販

締
条 瞥

庁

ら
行 壮か

施 字産
例 町年

則 温翌
規 瞥

告 泉々

瞥公成

壮虻構平

昭 地年

田
都 町園
市年

計
業ら

事か

園日

公６

画月

７成
平

第
律

法 路

年 道域域域

恵網稚三壮

第

庭走内笠瞥）
号

市市市市町

１
第

条

二道

月路

六
日

栖別歳

鷹登千

金

町市市

曜

日

印

石氏雪

道
海

北所条
２

は 長株

庁苗 又
支種 名 狩

和 内産

本
称社

山会 名式

ま
年で

示

馬 月種 ８の
荷 第集 則ょ 規し 日鈴
販
業 ）

売 号

・

月

・３

３年

北
事コ

知で エ

道ま

海日 号

定
規

の
項

ア
ジ

ー

堀ュ
ミ

都
り

お
と

の
次

、
り

よ
に

域円

夫区一

荷道

文集全

平開れ開所

都は
事１２

び

計完成発る発及

市、

区地許 画了

のを名

法し年域域可氏

又 た

者 第

。月は名受

の
の録
登 条

北 １２３

道
海

開れ開所開

胆 発る発及発

振 区地許び許

支 域域可氏可

庁 又のを名年

告

遺

也山
火

達ム

は名受月

事 北

都は

２３

海

、平 道

完成

市 開所開

宗計 発及発

了 谷画 許び許

し年 支法 可氏可

た 庁 を名年

。月 告

事１

事
画

計
市

受月

北

都は 海

、平開れ 道

完成発る

市
上

区地

計
了 川画
し年域域 支

又の

法
た 庁

。月は名 告昭 平
後
狩号

更８

変石第

日区た

和６工称け

第
律ま住

法含の

年に者

伊埼株
社 第

市県会 ）

達玉式 号

松さ

ケいし

枝たま 条
示 工称け日

第 区た及

に者び

号

稚稚株平

ま住号

含の番

内内式成

市市会

若若社年

葉葉カ

６

昭

台台ユ月

示

日

和 け日

第 た及

７年 者び

号

第
律 住号

法 の番

上下平

）

川川成号

郡町
下長年第

川８

６工称

昭

町安月条

示

日区

和
第

に 年

含 号

第
律ま

法

上
下 第

郡 ）

川 号

川

成

町 条

別１
厚目
市丁

幌五
札条

市ら １

町まむ 第

区番

表 規

北１原代 の

－宮 項

２取 定

海、町

道
振１目役 よ

胆－丁締 に
る支、

番藤 次庁

発

５号秀 開

長－４原 の

カ４

う郎 行

小の次

ワ日

６表建

北１地代宗

番番
締第

道か取指

海ほ
宗
谷筆役

支－

工指

長１川号

庁第粥３

第

）雄

山区照令

幸斎

項

町日１
に

設定

地建規

番保上の
よ

第

第

行
発

開

号の

７次

－る

項

町 １

南

の

道 定地 海 規番 北

に
よ

上
長 の工 庁 次２ 支 る第 川

野号
上８

行

吉 発） 開区

種
印

雪
一

幌

二苗

八

照 関
に

林ち 為

社
会
式

株

関
に

為

郎
徹

上

工

和 る
す

る
す

洋 関
に

田 為

工
る

す

円
一
道

全

工

一



１
札調ホ調納納

入

平 に達イ達

成 付をーを入入

十 すすルす

四 るるロる期場

年 事物ー物

十 項品ダ品日所

北 海

協 北

次な定 海

のおの平 道

と、適成 十 名所

おこ用 勝 在

りのを年 支 称地

一入受 庁

般札け月 告

競にる６ 示

争係。日

北北

第 海海

道 公 報

４５６７

契一一平契 落

約般般成約 住札

に の競競 金

相争争年関 所額

手入入北す

をの道事

円方札札海る

広決公十務

北

第

１２３

札成札氏

平落ホ落平落
者

成札イ
者ーを

氏

年にル決年の名

係ロ定

及北

月るーし月名

６物ダた

日品日日び海

号

北

次

３

海

の 道

と

開

十

お

発

勝

り

許

支

一

可

庁

般

年

告

競

月

示

争

日

第 及

二 等等

月 のの

六 名２仕平北

日

道

称台様成海

及等

量入月支

数３勝

び年十

金 庁 札
説日長

曜

書別

明が

日

入る

及途

道道

札調 号

勝広達

十帯
庁東下、

支市以は

総３
務条入

と月

会３」４

部南札年

計丁
課目い

担

島定告勝を

。マ
う日

手告す

大た庁当

市し支
織

央第組

中続示る

曲
１

び

番及

２称

目名

丁号の

の６所川

等住道
２所

地
式

び株

及機

称建

名台重

入

社

量会

数

び

札 号

者

成札

平落
り

よ

号に

番

し

月定

７決

年を

海求す

北要示

び指

日た

に

勝書所

十様場

道仕る

）ラ

山
尾

。

長る

庁よ

支

る作
すで

施ュ
実シ

をケ

在

達
調
府
政
た
れ
さ
。成

尾
長
庁
支
勝

十
道

海
北地

第
指

建
胆

。

山

８９

治
篤

号
３
－

約開に

財を契要そ号

格
て作げ

規札 っ書掲

務も
の入

第時 入成る の 則の

６７

る
す
関
に

札

入。札交交札

第う入落

札）説者

書決 の 保第明付付の 条
証

の場方定 ７

５

金

入保
下 札金 札

入開開入以証

保 札札札にを

治
篤

日場日加付
消 参納

３４

道約海海札入

契北北入

項帯十行札

が条道道執

市支場場

うを広勝の

行

２

指示

い成有

札の平を

入次格
す

に
参ず

に すに北こ

加れ年る

要札 お
て 効び 第い 有否他及 条

公 の２ 入の 項、 なこ １

定 限に 定規 に告 規に 札

る りる 。め よす る定 に

を た札 め格 し入 定資 ）

所法法 びか の交方 及条

の関 海第 付に 北ら 納付

道す北北 免

道場 務 除条る海海の 財
で項帯十所 規
、ま事道

市支交

付の広勝で 則
納
方定

３総す 和
法め東庁付 昭
等る

はと条務る

所時金よる
税 しす

証費
す。
と とと

」 うこ
等 時

い 平
ま同同者
う 成日ににる
。

に。。、
） 年でじじは

着の
当 月必そ

相 １

額

す東庁所

含 の
を 日）者

条務び

競場３総及所

名
入南部日

争所
札３会時北十

に丁計海勝
海

す帯同北

関目課道合
東４十

指市舎道

る広庁
支

を３階勝

名

者該道。

るも海と
停条

要る第

必す示

に当告

なこ
成
平

は

格。又

資と号

定し を関 予有 者に た

年

者条 格い 札る 価な 落す

限し すに 制の と件 の者
入 。反 のた る違

二 札し 範

九

あ務札 で財入 内、た 囲

３会 北
、こ南部。 年

は

目課 道
方に丁計 海
地ろ

施第
法。 則

治る 規
自よ

行
。
令号

和下
昭以

も
。 前積
む 午見

年財

）
た
の 時っ

郵契
に

よ額５

に金の

送約分

る

る

は税す

合費当

場消相

さ３議総

止南会庁
、及

て目部

れ丁室務
）

いに課

な送計

い郵会
郵
、

は
合

。場

とる

こよ

規
に

号
９

第
示

告
道

海
北

無 て則、 っ規 物
る
す

定

効 最第
と 低

規
政務

。

価各る
す の条

」
第則

令 成地以

平び額

）い
号と

方上

便

月税札

１費入

年消の

号
番

資
の
入

購
の

品

－



事 北

都は 海

、平 道

完成

市
釧計
了 路画
し年 支法
た 庁

。月 告昭

６ 示和

日 第

北 海

．．．

道 公 報

のの細

契日ここ詳

アイ

、

の語入入は

名所約本
続び及の入 在手及札札

お本契行説

に日び執札

称地

第

こ約

捨税相者員る契

イ
あ一とに

て事当落での

る者る部。関

た業す札

る

額で金とかにす

金者

っ申税事

）あ額なを免

をるを

号

入る
ア

平札落額

成札 金を
十決 額加
四定 等算
年に にし
十当 係た

６年
号法
律
第

号
）
第

条
第
１

て通は、書

い国約は明
開よ

北郵電使貨、公に

番す達する

海便話用調
。

十号号る手る。

道番
勝言続

語の 支

及停

び止 － 庁－
総

通等 － 務
部貨が
有 会北

出業を

もか入たし事務

税書はる者担

っ免札者

いす

落事に、こが当

て

載札。るる

札業記落と

織

格です決たと組

価者

後しはの

とある定だき

るかと速、、名

するこ

札同及

のを。や落共称

、わに者企び

で問か

二た る金

月っ 消額

六て 費

日

額
入 の金

、 等該
は 税当

書 扱に
札 取

金

記円
に い１

曜

さ満
載未

日

項 れの

の
規
定
に
よ
る
次
の
開
発
行
為
に

り

市
広。

帯る

課道得

計海 が業所

目
丁
３
南
条
３
東

地

札、費共体在

入ず消

参積等企費

に見税同消

すっ課体等

加もの業税

者契事場税

るた税の免

、金者で業

は約業合事

費のあっ申

消額であ者

るて出 税

か、書

る
にあ

額が
金数

た端
等

そ の、 額は 金き 該と
当

の
金 ５
数 の
端 分

関
す

工
る

券券券 券券

免証種 平

券 成税の類

年記番

号

税の提 の に免そを 分

月

係

事構出 る
２３成

課に業成す
次

開所開の年

発及発軽

可氏可引８

許び許油月

に

受月税以

を名年取日

開れ
１

すり
切 当
を 相
額

は名
又の
域域
区地
発る

６１

農業

６及

日び号

枚数

け日免降

間
期

効
有

業種

にと

者び証効

た及税無

の番支

平は
て。

いた

住号つし

釧釧

庁

年税

郡町８免

路路成、
軽

釧長
路

ま
含
に
区
工称

町菅月油

磯函

上新

町
路
釧

郡
路
釧

字同

町協

内業

知農

郡館
知

内合

重組
店

地支

番内

免の

海に） 北所 証称
住 税名

れ地 島さ 渡在 載

道所 記
氏
売び 長販及 庁た） 支

者名 松業

公

か

１者

保日用

別原３使

目建ら

丁澄釧

告

た

地８し

番第失

１指亡

保
別

が
出
届

号の

４旨

－

海目
北丁

５
道

支
路地

釧番

三庁ほ

〇

支 海島

北渡

北筆
２
長か

名

光税庁

免交支 田

道庁 証付

平
で
の

た
っ

あ

利）
区
勝工

２
第



５
入保第

入以証入

札平 札金札条 下

成 保にを保の十

７ 消 参納証

四

及 証費 加付金

年

び 税 しすの

十 等 金よる納

北 海

４

海幌札入入開開

北札入

札科行札札札札

道医執

市学場場日場日

幌大の

央務及所時所時

中事所

道 公 報

２３

係道当）約

入次に所契

い成るがを条

納札の平
一行有項

該 に

調 入参ず

、示

達 加れ年般うしを

名迅す

物 場すに北競指

道入競速場

品 るも海争

所者該

第

１

成札調恒調納

の平入

次

に達温達

と
お

すニす

り年付をユを入

す 一

物ト物

般月るるッる期

争日項品品限

競６事

号

第
示

告
学

大
科

医
幌

札

北二

海 」 うこ付

月

道 と ととの

六

財 い す。免

日

は納規 。 者、務 う る除

当 そ方

相 、付則 ）

昭金

を 者等和 額 の法

曜 含 のは
北 む 見、年

日

南管日

区局び

。 積地

幌成にに

１財時北札平
同同

条課海

西道医
札科年じじ
。。 丁幌大

目市学月

中事
区局

央務日

争な所

に

１財）

南管火

す示若入ア
関 に当告札

、 入要る第し札フ
し 必

くにタ 札 札なこ

しサ
幌 説資と号は関ー

は名てー
市 明格。又指

名ス 及 に平競指ビ 内 書

入をが び よ成争

札 る

北に止能 幌 。年札停可

入等一等

に 海参さな 市

名仕平

札の式の

以称様成

下及等

び年

札量入月

入数２

」札

い明

と説日

。に）

う書金

号

札

幌

医

科

大

学

治規 の っ自道 ） も方海

た
契法則

の
約施第 分
金行
。 に
額令号 ５

す
費和下 当
消昭以 相
税

規 以
び政務 額

及年財 る

札９

西入前

条課午

地令

丁室時

目

告すてと 隣 道加れこ

分

る 第資なす 示るい。 接

有と町

号をこ市

９格い
こ本

定るに

規す。村

に

支

のは

道。又

ると店

す

施幌

実札。

をる

）よ

物

野
秋

長
学

。大

る科

す医

告

示

」 の
方第則 上
消
税札）い

費号と 入

約名所の細

契こ詳

アイ

すの入 在 関札、

に入は

落で

入る捨税相者

アイ

業す札あ

札落額て事当

加金者る者る

札 金をた

店

に算額で金とか

決 額

の
品

入業

購営

札札提提開に

入入そ号
の 加加出出げ

札 参参掲

込望期場入
時 申希る の

っ

７８９

明
豊

札入約

郵郵落財て契要

規 等又者札書

務 交便便

則 付にはの作

報定効の

第 よ電決有成

６

方る

第明付

）説
。札交

う入
書
の場

は明

事称地行説

る執札

担札郵電公に

を、書

務

番番する

当幌便話開よ

大。

る科号号る。

す医
組
織学
の事－－

名務

－ 称局

申

に 係し）あ額なを

定

入たし

当 るたをるをっ

っ免札者出

た 消金もか

て 税て税書はる

っ 費額

落と

は 等当落事に、こ

者載札。

、 の該札業記

扱額格です決

入 取金価

こ後

書 いにとある定

札
記円るかと速

に１する

書者札
に

載未のを。や

、び
い のは限所他及

お

平北札の
、 出次こ
て 提

に 限よ成海幌公
２ 期に

道医告 規 及り

幌大定
定 び所年札科に
す 場定

中事る
る 所の月市学め
資 入
参区局札
格 札日央務入
を

入に方な要

る札 第 法札よ法入否 条

札限 項 入に １
） 定 場認。 規 のはる の

交いた よ

でなし に

所め

る落 め

すを 定

付。者 り

関 第に ら付所 か交 条
す北札

札科

ま事道医

条る海幌
中事

定市学

の幌大

で項

及管

と区局

る央務

め

び財札
央線 地中内 在市

所課幌
区
南
１

三 条

一 西

、わに

さ満で問か

目
丁

札、費

た端入ず消

れの
参積等

額がに見税

金数
すっ課

当る加もの

にあ
者契事 金きるた税 該と
、金者 の、は約業 額は
そ
の消額で

加月南管に

端費のあ 分

条課す
し 申）１財関

有
条
い 書西る

な 込

者 を
す違 し 出目に

の 提丁件
、 とた 札 こし 入 る反 た

予

。札 た

は 務札 財 。入

制
。 の

る 格
す 価

と 定
者

こ南管

最
で

内
囲

範
の

限

よ西

に条課

ろ１財

る

る の

目

。丁

数税

か ５

税 相の 額に免 に分 金等
を係

事 当切る

第無 則、 規

すり課に業

効
と

を
格

価
の

低

。
各る
す 条

も



適 遊で平

の のの

条務た

検又 正 技、成

定は 化 機同

申名 等 の規年

請称 に 型則
す に９６者及 関 式第月

関条日のび

北 海

北

遊

７

海

技 道

機

契

公

の

約名所

安

認

に在

委

定

関称地

員

及

す

会

び

る

告

型

事北北

示 務海海

道 公 報

３４５６

契一一平 落落

約般般成 札氏住札

の競競 者金

相争争年

氏手入入北 円 の名所額
月をの道

名１方札札海

び式館当決公教

及株函

第

１２ 北

次 海

の平落パ落平 道

と成札ー札成 教

にソを お 育

り年係ナ決年 庁

るル定 一 渡

般月物コし月 島

競６品ンた 教

争日等ピ日日 育

号

平
成
十
四
年
十

る１名所 法 す第氏住 る

名京 技項
律

屋産 和 上規古楽 昭 術の

の定市業
川式 法 格よ中株 年 規に

尾社 第 適公区会 律 にり

合示頭 しす北

式

三 てる海 号橋

第

の

を道道

担教函道

検 当育館号 す庁市定 公

組島原に

る渡美等

安

の育丁す

織教４関

委

称企６規

名局目る

員 及画番則

び総会
会市た定告育

所務号昭

のた渡

所社西りし庁

住

価続教

藤梗単手島

近桔
商

）育

役第

締示

取告 地局 番 会

入のュ

長号

社８

局

札名ー 告

に称タ 示

よ及 第

りび一 ９

落数式 号

札量

者
た道

し海

定北

決
を台

二
月道
六教 日

育
庁
渡

金島
曜教

育 日

目 る公 第丁 い。道 ）
旨安

条
定会 ４８ 検員 第番 の委
委 項号

佐 を
営定
俗長 検
風員 の

課和
規。
の野 う
等い
業

在告 地

年

示

第
則
規
会
員
委
安
公

家
国 渡

庁
育

。教

夫
正

川
相

４

塚
平

長
局
育
教

島

局
告
示

業っ
び男 行
及を
制文 ）

型定

型式の概要検検

３

年 造 技技式定 遊遊型製

検検又代製う
６
第
）
号

定表 定定は造事

要検検

は所 者 定の 型申名又業

型式の概

２

年有 式請称

表 定は造事

検又代製う

技 者

申名又業遊遊型製

検検

１

努

造 請称は所技

製型定定

型式の概要検

有 造 技技式定の 遊遊型

者
又業 表造事

代製う

年

の験番 式業 機機試

は所

名号日号

種区番 者月 の

平第

類分名
株 ぱ遊

成 式 ち技
ん機お会

年 このい社

遊認っ藤

及太事６

技定鬼商月号

び郎日

機
所 番効の 試者及検の

型

住を在 期氏 月 験のび査

日号間名所名行地

番氏

平第公大株代愛

号

示阪式表知 成

の府会取県

日大社締一 年

阪藤役宮

中事松丹

月号平市商市

央元陽

６成

日

の 者及検の機機

年区町

者 氏 のび査所のの式業

類分名名

氏住を在種区

株

名所名行地

式

東株代千ぱ遊
ん機も会

京式表葉ち技

締四このの社

都会取県

東ミ役街遊認のミ

江社

及やホ

区ズ道技定けズ

明藤鷹びし

有ホ安市機

効 式業 機機試

三の型き

種区番期 者月 のの験番
第公

類分名名号日号間

平 京 ぱ遊

示 成 楽 ち技

の ん機華産

日 年 この王業
株 遊認

会６成

技定１式月号平

機及
び社日

を在 氏査所

の検の

型年

市

取屋

表古

代名

名行地

式

砂

本中

榎区
白

役天

締

則
規
る
す

関
に
等
定

検
の

三

６
第

内
日一字

６町井

月本夫ツ
番

ら１６

か目平

）丁下

間号
年４地

３番

丁壽台式

番目定

１丁検

目雄一の

番に

地１等
６
第
則

規
る
す

地関

式
にか

等）

定日

検６

の月

第
則
規間

る年

す３

関ら

町

６

宏

地
番

三
二

イ
号
１

第
条

イ
号

１
第
条

イ
号

１
第

条



代製う型式の
６

平 造事成 又業遊遊型 表

十 は所技技 者四

の検の機機年 査所のの式

十

北 海

式の概要検検検検又

５
遊型製型申名 定定定は

及 年有 造 技式請称 定の

験のび 番効 式業 機試者

月 の

道 公 報

造事

検検検又代製う型

の申名又業遊 表 定定は

の機 有請称は所技 者 定

び査所の 番効の 者及検

の

第

事
製う型式の概要検

４

式

又業遊遊型製型定

造
の機機試年 造 は所技技

月 査所のの験 式業 検

号

申名表 定定は

検検又代
び 効の 者及 有請称者 の

を在種区 氏 の

二 名行地類分名月
六 代群ぱ遊レ日

取県ん機ド

表馬ち技ッ

役生遊認イ

締桐このラ

市技定オ金 井境機及ン

置野び曜 町型

定七式日

所

区番氏住 期 者

男丁の

群株

分名名号日号間名

平第公 遊ド株

示馬式 成 技リ式

の県会 機ル会

日桐社 年 のギ社

生ソ 認ャオ

境ィ

定ンリ月号平市フ
野ア

及グン６成

ピ日 び

七

型ア年町

式

氏住を在種 期氏

の月丁

群回

号間名所名行地類

奈馬胴

第公東株代沖神

示京式表縄

の都会取県川県式

県伊遊 日台社締

東オ役覇横勢技

市市

号平区リ市浜崎機

ピ原町中日

成東ン石港

上

昌丁新出

年野ア３区乃

二

種区番 者

月丁幸目山町

行地類分名名号日

を在

平 マ 愛ぱ遊

成 ル 知ち技

県ん機ホ

年 ン 春この

日遊認ア工

及ベ株６

井技定ド業月

型チ会

桃びン式日

市機

期氏

１のー

町式ャ社

山

公愛マ代

間名所名

氏住
ン締

の県ホ取

示知ル表

日工役

日春
桃式

成市株岸

平井業
町社勇

年山会

定

目検

月１夫

等
６
第
則
規
る
す

関 地に 番

検６目

第
条

定日

す３

関ら地 にか番 等）

第
条
６
第
則
規間

る年

６目４下
番３ 日

丁 ）番
３番

ら号３

か７号目

年
間号

丁検

目定
等
にア

規リ
るポ
すア 地関ク 番

則ス
第

日目
６丁

第
条
６

）

イ
号
１

間
年
３地 ら番 か

は造事

検検検又代製う

者 定の申名又業 表 定定

要検

８

号
２

有請称は所

型定

造事
製う型式の概

所技技式

又業遊遊型製

要検検検検又代

年 造 は

型申名 定表 定定は

の概

有 造式請称者 定の 型製

代製う型式
７

イ
号
１

年

表 定定は造事

検検検又

技 者 定の申名又業遊遊 定

概要検

有請称は所技

の 者及検の 年 造式
製型

を在 期氏 のび査所 番効

愛

号間名所名行地

氏住

示古式表知

第公名株代

の屋会取県

日市社締西

中大役春

成区商市井

号平村一日

鴨会原郡

式業 検の機機試

年付西

種区番 者月 査所のの験

行地類分名名号日

を在

平 群回遊ハ株

成 馬胴技ロ式

県式機ー会

年 藤遊のサ社

岡技認ンタ

鮎及ヨ６

市機定タイ月

型

川びー日

のび 番効 式業の 試者及
所名

番氏住 期 者氏 月 験

東株代

名名号日号間名

平第公 株

示京式表 成 式

の都会取 新会

日品社締 年 海社

川タ役 物三

東ヨ久

語洋月号平区イ

物６成
五ー木 産日

効の 者及検の機機

年反

区 期氏 のび査所のの 番

名行地類分

氏住を在種

名株代名ぱ遊

号間名所

示古式表古ち技

第公
の屋会取屋ん機

日市社締市この

千三役千遊認

区機及

号平種洋種技定

今産沢今び

成区物金

番 者月 験 業試

年池池型

平

名号日

株

成 式
会

年 社
ソ

春

ア日

ィ６

フ月

町
日目字

６丁大

月一明町
沖 ）

年ノ

３西

ら地字

か番村

三 間川三

地
番
１

式
る

す
関

に
等

定
検 地の 番 田文

６
第

則
規

番
）６
日目

６丁
月一男

要二式

間
年

３号
ら３
か

三

定

６目目検

月丁求丁の
に

）番番等

日９１

か
間規

年る

３す

ら号号関
１
第
条

号
２

第
条

６
第

則
イ

号
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式業試者及 年有 造式請

月 験のび 番効

北 海

事

検検検又代製う型式

名又業遊遊 表 定定は造

請称は所技技 者 定の申

番効の 者及検の機機 有
のび査所のの

道 公 報

造事
製う型式の概要検

技式

又業遊遊型製型定

検の機機試年 造 は所技

月 査所のの験 式業

第

は

の概要検検検検又代

の 型製型申名 定表 定定
者及 年有 造式請称者 定
月 験のび 番効 式業の 試

号

型式
９

平
成遊遊 十技技 四機機 年のの 十

日号間名所

番氏住 期 者

平第公名株

名名号
株

示古式 成 式

の屋会 コ会

日市社 年 ッ社

中大 ト大

成区商

ン一月号平村一

商６

鴨会 会日

町
年付

氏住を在種区 期氏

月一

遊

号間名所名行地類分

知ち技

第公名株代愛ぱ

示古式表

の屋会取県ん機

日市社締西この

中大役春遊認

井機及

号平村一日技定

鴨会原郡び

成区商市

春式

年付西型

町

在種区番 者

月一明町の

平

行地類分名名号日

を

株 愛ぱ遊

成 式 知ち技

県ん機コ会

年 西このッ社

春遊認ト大
商６

日技定ン一月

式

西型

郡び会日

井機及

名

番氏住 期 者氏

町の

春

株代

名名号日号間名所

平第公名 株

示古式表 成 式

の屋会取 コ会

日市社締 年 ッ社

中大役 ト大

区商市

ン一月号平村一

商６成
鴨会原 会日

年付
町

種区

月一明

二類分 月
六ぱ遊 日

技定
遊認

この
ん機

ち技

金

び
機及

曜

式
型

日

日目
６丁

の

）

丁大検

間
年
３

ら地
か番

沖等

日目字定

６
）

西す

ら地字関

か番村に
第

１則

間川規

年ノる

３

等

字定

大検

第
条

地６

番

規

ノる

西す

字関

村に

沖

丁

第
条

地６

番第

１則

川

日目
６

） 等
定

検

間
年
３

ら地
か番

第
条
６
第
則
規
る
す
関

に

製型定

型式の概要検検

１

年 造 技技式定 遊遊型

検検検検又代製う
イ
号

又業 定表 定定は造事

要

請称は所 者 定の 型申名

イ
号
１

年有 式

事

検又代製う型式の概

又業遊遊型製 表 定は造

造 請称は所技技 者

申名 定定

型式の概要検検検

技技式定の 遊遊型製型

事

代製う
イ
号
１

年有 造

機機試

は所 者
又業 表造

区番 者月 のの験番 式業

平第

類分名名号日号

種
回遊メ株

成 胴技ガ式

式機フ会

年 遊のィ社

技認ーダ

及ード６

機定バイ月号

の 試者及検の

型
びー日

期氏 月 験のび査所 番効
名所名行地

番氏住を在

第公東株代群

号日号間

平

示京式表馬 成

の都会取県

日渋社締桐 年

谷ダ役生

渋ド寳境

月号平区イ市

谷ー田野

６成

日

の 者及検の機機

年三町

者 氏 のび査所のの式業

類分名名

氏住を在種区

株

名所名行地

式

名株代愛ぱ遊
ん機コ会

古式表知ち技

締西このッ社

屋会取県

中大役春遊認ト大

市社

商

村一日技定ン一

原郡び会

区商市井機及

式業 機機試

付西型

鴨会

区番期 者月 のの験番効
公

類分名名号日号間

種

平第 ぱ遊コ株

示 成 ち技ッ式

の ん機ト会

日 年 このン社
大 遊認

一月号平

機及商６成

技定
び会日

を在 氏査所

の検の

型年

西

取県

表知

代愛

名行地

式

西

原郡

市井
日

役春

締

則
規
る
す

関
に
等
定

検
の

丁久六

６
第

目

月目治丁

６
日番

番 ）

春式

間
年
３
ら地 か号

字定

丁大検

一明町の

町

沖等

目

ノる

西す

地字関

番村に

地６

番第

１則

川規

式
にか

等）

定日

検６

の月

第
則
規間

る年

す３

関ら

春

６

ノ
西
字

村
沖

字
大

明町

三川 四

１
第

条

号
２

第
条

地
番

１

イ
号
１

第
条

イ
号



代製う型式の平 造事成 又業遊遊型 表

十 は所技技 者四

の検の機機年 査所のの式

十

北 海

は

式の概要検検検検又

の 遊型製型申名 定定定
者及 年有 造 技式請称 定

の験のび 番効 式業 機試
月

道 公 報

造事

検検検又代製う型

の申名又業遊 表 定定は

の機 有請称は所技 者 定

び査所の 番効の 者及検

の

第

造事
製う型式の概要検

技式

又業遊遊型製型定

検の機機試年 造 は所技

月 査所のの験 式業

号

申名表 定定は

検検又代
び 効の 者及 有請称者 の

を在種区 氏 の

二 名行地類分名月
六 代本小ぱ遊日

工工ん機戦

表社山ち技
遊認喧

締場場この国

取
名静技定嘩

役：：

金 上古岡機及凧

野屋県び曜

栄昭東式

市駿型

日

区番氏住 期 者

作和郡の

奥

分名名号日号間名所

平第公名 遊ヒ株

示古村 成 技ノ式

の屋遊 機ク会

日市機 年 のニ社

昭株 認－ア
リ月号平和式 定

鶴社

及ス６成区会

びト日

二

型ク年舞

式ラ

住を在種 期氏

のー月丁

回

号間名所名行地類

氏

玉胴

第公東株代埼埼埼

示京式表玉玉

の都会取県県県式

日千社締川狭上遊

代ア役越山尾技

大大

号平田リ市市市機

ト茂台字字

成区ス加南

東

丁新敷

年神ク一中小

田ラ

区番 者

月二ー曹目田谷

地類分名名号日

を在種

平

行
岡回遊ホ山

成 山胴技ッ佐

県式機ト株

年 浅遊のエ式

口技認リ会

日

里及６

郡機定ア社月

期氏

見の

里式

町型

庄び

公岡山代

間名所名

氏住
式締

の県株取

示山佐表

見会役

日新
尾野

成高佐

平市社

年

慎 番

町等

鶴山定

区小検

月一

目字す

丁沢関

二用に

舞

則

番窪規

２萩る
第 号

２

検ト６目

第

地条

番６

等ク）番

定テ日

にノか

るー年

すジ３

関ロら号

字字

第
条
６
第
則
規ズ間

６丁ト

久

日目テ番芝天

）５ク地

保 番 か番ノ８

ロ ら地

検

間ズ

年ー１ ３号ジ

定
第
則
規
る
す
関

地に

番等

か
）１ 日の ６地

第
条
６

代製う

イ
号
１

間
年
３

ら

表 定定は造事

検検検又
称は所 者 定の申名又業

号
２

有請

造事
製う型式の概要検

技式

又業遊遊型製型定

検検検又代

年 造 は所技

名 定表 定定は

の概要検
式請称者 定の 型製型申

号
２

年有 造

事

検検検又代製う型式

名又業遊遊 表 定定は造

請称は所技技 者 定の申

年 造式
製型定

概要検

有

び査所 番効の 者及検の

名行地

氏住を在 期氏 の

第公名京代名

号間名所

示古楽表古

の屋産取屋

日市業締市

中株役天

成区会榎区

号平川式白

尾社本中

式業 検の機機試

年頭砂

種区番 者月 査所のの験

行地類分名名号日

を在

平 奥 本小ぱ遊

成 村 社山ち技

工工ん機笑遊

年 場場このゥ機

：：遊認せ株
る会６

名静技定ぇ式月

屋県びす社日

古岡機及

式業の 試者及

市駿型ま

住 期 者氏 月 験のび 番効

名号日号間名所名

番氏

平第公名奥代

名
奥

示古村表 成 村

の屋遊取 戦遊

日市機締 年 国機

昭株役 喧株

区会上

嘩式月号平和式
鶴社野

凧会６成

社日

年舞

の 番効の 者及検の機機

在種区 期氏 のび査所の

名所名行地類分

氏住を

公名奥代本小ぱ遊

号間
示古村表社山ち技

第
の屋遊取工工ん機

日市機締場場この

昭株役：：遊認
機及

号平和式名静技定

野屋県び

成区会上古岡

鶴社

者月 験 業試

年舞市駿型

平

名号日
番

奥

成 村
遊

年 機
株

橋町

社日

会６

式月

月三宏

地 日目番 ６丁
）

年
３号
ら８

か番

三 間五

和郡の２

昭東式ん

区小検
関

二用に

舞町等

鶴山定

窪規

２萩る

目字す

丁沢

則

番

第 号

二栄

番６

）番
日２
６目

月丁作

か

二栄昭東式

間
年
３
ら号

目区小検

月丁作和郡の

番舞町等

日２鶴山定

６

二用に

）
か

る

３目字す

ら号丁沢関
則

間番窪規

年２萩

第 号
地条

イ
号

１
第

地条

番６
イ
号

１
第



定は

の概要検検検検又
称 定の 型製型申名 定定

式業試者及 年有 造式請

月 験のび 番効

北 海

事

検検検又代製う型式

名又業遊遊 表 定定は造

請称は所技技 者 定の申

番効の 者及検の機機 有
のび査所のの

道 公 報

造事
製う型式の概要検

技式

又業遊遊型製型定

検の機機試年 造 は所技

月 査所のの験 式業

第

は

の概要検検検検又代

の 型製型申名 定表 定定
者及 年有 造式請称者 定
月 験のび 番効 式業の 試

号

型式 平
成遊遊 十技技 四機機 年のの 十

日号間名所

番氏住 期 者

平第公愛マ

名名号
株

示知ル 成 式

の県ホ パ会

日春ン 年 ワ社

日工 フミ

成市株

ルズ月号平井業
桃式

球ホ６

ち日

町社

ゃ年山会

ん

月１

類分

氏住を在種区 期氏

千ぱ遊

号間名所名行地

式表葉ち技

第公東株代

示京
の都会取県ん機

日江社締四この

東ミ役街遊認

市機及

号平区ズ道技定

明藤鷹び

成有ホ安

丁壽台式

年三の型

在種区番 者

月目雄一の

平

行地類分名名号日

を

京 名ぱ遊

成 楽 古ち技

屋ん機華産

年 市この王業
株 天遊認
機及会６

白技定１式月

の

町式

砂型

中び社日

区

間名所名

番氏住 期 者氏

第公名京代

名名号日号
平 京

示古楽表 成 楽

の屋産取 華産

日市業締 年 王業

中株役 株
式月号平川式
尾社本

会６成区会榎

社日

橋
年頭

種区

月三宏

二類分 月
六ぱ遊 日

技定
遊認

この
ん機

ち技

金

び
機及

曜

式
型

日

６丁

の

日目
）

１丁検

間
年
３地 ら番 か に

）地１等

日番目定

６

番 か

則

間規

年る

３す

ら地関
第
条
６
第

検
則
規
る
す
関

に
等 地定 番 日目

６丁

第
条
６
第

）

定
検

間
年
３号

ら８
か番

条
６
第
則
規
る
す

関
に

等
第

製型定

型式の概要検検

１

年 造 技技式定 遊遊型

検検検検又代製う
イ
号

又業 定表 定定は造事

要

請称は所 者 定の 型申名

イ
号
１

年有 式

事

検又代製う型式の概

又業遊遊型製 表 定は造

造 請称は所技技 者

申名 定定

型式の概要検検検

技技式定の 遊遊型製型

事

代製う
イ
号
１

年有 造

機機試

は所 者
又業 表造

区番 者月 のの験番 式業

平第

類分名名号日号

種
回遊ブ株

成 胴技レ式

式機イ会

年 遊のズ社

技認オ
ズ日

及イ６

機定ー月号

効の 試者及検の

型ミ

び

在 期氏 月 験のび査所 番
間名所名行地

番氏住を

平第公神株代神

号日号
示奈式表奈 成

の川会取川

日県社締県 年

厚オ役伊

市イ大原

月号平木ー勢

中ズ泉市

６成

日

者及検の機機

年町ミ鈴

氏 のび査所のの式業 の

分名名

氏住を在種区者
タ

名所名行地類

イ

愛タ代愛ぱ遊
ん機マヨ

知イ表知ち技

締名このリー

県ヨ取県

古エ役古遊認ンエ

名ー

及ャッ

屋レ屋技定キレ

藤西びック

市ッ佐市機

試

区株英区型チ株

西ク

月 のの験番効 式業 機機

名号日号間

種区番期 者

平第公

類分名
マ ぱ遊

示 成 ち技アル

の ん機ドホ

日 年 このベン

遊認ン工
株６成

技定チ業月号平

機及ャ
びー式日

会年

地
を在 氏査所

の検の

型

締春

取県

表知

代愛

名行

検
の
式

山
桃

岸市
井

役日

６
第

則
規
る

す
関
に
等

定

二政川

日７地

６目番

月丁治７

）番
か

理見式ャ式

間
年
３
ら号

社

寄会子寄のー会

見式

定

町社町検
等

則
規

る
す
関 地地に 番番

６
第

社 式

月

等ア）

定ク日

検ア６

の

年

すス３

関リら

にポか

夫１

勇町

６
第
則

規間

る

目
丁

地
番

三
六

条

イ
号

１
第

条

号
２
第

条

イ
号
１

第
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十

造 は所技技 者四

の検の機機年 査所のの式業

十

北 海

定は

の概要検検検検又
称 定の 型製型申名 定定

式業試者及 年有 造式請

月 験のび 番効

道 公 報

事

検検検又代製う型式

名又業遊遊 表 定定は造

請称は所技技 者 定の申
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